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• 次世代電力・ガス基盤構築小委員会において整理された制度設計の検討事項のうち、本日は「量的
（kWh）な供給能力の確保含む小売電気事業者の責任・役割の遵守を促す規律【検討事項⑤】」
と、「中長期取引を促進する市場等【検討事項⑥】」を中心に御議論いただきたい。

本日の検討事項

第1回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会
（2025年5月23日）資料6から抜粋
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（参考）【検討事項⑤】について
第1回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会

（2025年5月23日）資料6から抜粋
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（参考）【検討事項⑥】について
第1回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会

（2025年5月23日）資料6から抜粋



• 本年２月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画と本年３月に取りまとめられた「電力システム
改革の検証結果と今後の方向性～安定供給と脱炭素を両立する持続可能な電力システムの構築に向
けて～」（以下「エネルギー基本計画等」という。）においては、これからの電力システムが目指
すべき方向性として、

 ①国際情勢の変化や需要増大の可能性に対応できる安定的な電力供給の実現

②電力システムの脱炭素化の推進

③安定供給や脱炭素化、物価上昇等による価格への影響を抑制しつつ、需要家に安定的な価格水準
で電力を供給できる環境の整備

という三つの大きな課題へ対応していく方針が示された

• 小売部門においては、小売電気事業者が、需要家に安定的な価格水準での電力供給を実現するとと

もに、脱炭素化等の需要家ニーズや社会的な環境変化に応え、電気事業者と需要家の架け橋となる

サービス提供者となることを期待し、小売電気事業者が創意工夫を発揮できる競争環境の実現に向

けた市場環境整備や、必要な規律の確保に向けた制度整備を行うこととした。

• 本日は、エネルギー基本計画等において示された以下の二点について御議論いただく。

    ①小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方とその遵守を促す仕組み

    ②現物の長期取引等の相対取引や先渡市場、ベースロード市場等の市場を含む取引制度の拡充・再

整備
5

本日の議題



Ⅴ．２０４０年に向けた政策の方向性

 ８．エネルギーシステム改革 

 （２）脱炭素と安定供給を実現する持続的な電力システムの構築へ向けた取組

     ② 電力システムが直面する課題と対応方針

     （ウ）市場を通じた、安定的な価格での電力供給に向けた小売事業の環境整備

全面自由化以降、新電力のシェアは２割程度に到達し、電気事業を取り巻く環境変化や需要家のニーズ等に応
じた様々な料金メニューやサービスが創出された。他方で、市場環境の厳しい局面では、小売電気事業者の退出
等が相次ぎ、需要家が意図しない契約解除、特別高圧・高圧分野の最終保障供給への移行等が生じ、需要家に一
定の負担や混乱が生じた。また、国際燃料価格の急騰等に伴う電気料金の急激な変動が国民経済に影響を与え、
料金の大幅な変動は社会的に許容し難い状況にあることが明らかになった。

これらを踏まえれば、小売電気事業者には、需要家に安定的な価格水準での電力供給を実現するとともに、脱
炭素化等の需要家ニーズや社会的な環境変化に応え、電気事業者と需要家の架け橋となるサービス提供者となる
ことが期待される。このため、小売電気事業者が創意工夫を発揮できる競争環境の実現に向けた市場環境整備や、
必要な規律の確保に向けた制度整備を行う。

具体的には、電力の安定供給や需要家保護、料金水準の過度な変動抑制等の観点から、小売電気事業者に安定
的な事業実施を求めるための規律や、海外の事例も参考に、供給力をスポット市場等において短期的に調達する
ことのリスクや燃料確保・電源投資への影響も踏まえた小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方とその遵守
を促す仕組みを検討する。併せて、事業者間の公平性にも留意しつつ、現物の長期取引等の相対取引や先物・先
渡市場、ベースロード市場等の市場を含む取引制度の拡充・再整備、こうした市場環境の変化を踏まえた間接送
電権の在り方の見直し等を検討する。また、価格変動リスクをヘッジする有力な手段の一つである電力先物取引
の多くが外国法に基づく商品取引所であること等にも留意した対応の検討や、需要家や地域などが脱炭素電源へ
のアクセスを求める状況等も踏まえつつ、内外無差別などの卸取引に関するルールの在り方の検討も進める。
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【参考】第７次エネルギー基本計画（抜粋）
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【参考】検証取りまとめ（抜粋）
６．将来の電力システムを支える取引市場の全体像

（２）検証を踏まえ、今後整理していく電力システムに関する取引市場の全体像

② 量・価格両面で安定的な調達を可能とする中長期取引市場 

小売電気事業者にとっては中長期的に量・価格両面で安定的な調達を行うことができる取引市場であり、発電
事業者にとっては客観性の高い電力価格指標の形成を通じて収益の予見可能性向上に資する取引市場である。

電力システム改革が進められる中で、卸電力取引所のうち、スポット市場での取引は大きく拡大している一方
で、上述のとおり、スポット市場価格は変動幅が大きく、客観性の高い電力価格指標として用いることは難しい。
また、ベースロード市場・先渡市場での取引や相対取引を含め、中長期の電力取引を活性化させていく必要があ
る。旧一般電気事業者において内外無差別卸売も進められているが、各社の卸売条件を見比べることが困難であ
るなど、小売電気事業者にとって調達しにくいとの指摘もある。

こうした現状を踏まえ、今般の検証を踏まえた対応として、「小売電気事業者が供給力の調達手段や電源調達
のポートフォリオをより多様化することができるよう、事業者間の公平性にも留意しつつ、現物の長期取引を含
めた相対取引やブローカー経由の取引等の活用、先物市場・先渡市場・ベースロード市場等の市場を含む取引制
度の拡充・再整備に取り組む」とともに、こうした市場の整備を前提に「量的な供給能力（kWh）の確保に関し、
小売電気事業者に求める責任・役割やその遵守を促す規律」について検討を深めていくこととしている

これらの措置を合わせて実施していくことで、小売電気事業者が安定的な量と価格で調達するための電力取引
を促す取引市場を構築し、客観性の高い電力価格指標の形成につながることが期待される。また、発電事業の観
点からは、この市場を通じて中長期の電力取引が増加し、販売量の予見性が向上すること等により、燃料確保や
設備投資等の予見性の向上にも資することが期待される。



• 電力システムの改革に係る総括的な議論をまとめた電力システム改革専門委員会報告書においては、

①新電力等の新規参入者が小売市場における競争に参加しやすくするためには、自社電源のほか、必要な供給力を
卸電力市場から確保できる環境整備も必要であり、この点からも卸電力市場活性化は重要

②小売事業者は自らの顧客のために必要な供給力を調達し、発電事業者は他社との契約や自社の小売部門の要請に
基づいて燃料の確保と確実な発電を行う

といった基本的な考え方が整理され、これを踏まえた制度整備が行われてきた。

• エネルギー基本計画等においては、こうした経緯を踏まえた上で、

①市場環境の厳しい局面では、小売電気事業者の退出等が相次ぎ、需要家が意図しない契約解除、特別高圧・高圧
分野の最終保障供給への移行等が生じ、需要家に一定の負担や混乱が生じたこと、

②国際燃料価格の急騰等に伴う電気料金の急激な変動が国民経済に影響を与え、料金の大幅な変動は社会的に許容
し難い状況にあることが明らかになったこと、

③現在のスポット市場の下では、価格の変動幅が大きく、卸収入の予見可能性が低いことから、新規電源投資の意
思決定が困難となっていること、

④小売電気事業者との間で長期相対契約が締結されない場合には、燃料を長期的に確保するインセンティブが低下
し、安定的な燃料調達に悪影響を及ぼす懸念も生じていること、

といった環境変化や課題が指摘されている。エネルギー基本計画等の検討に当たっては、こうした環境変化や課題
を考慮し、電力の安定供給や需要家保護、料金水準の過度な変動抑制等の複数の観点を勘案した小売電気事業者に
対する規律の在り方や市場整備の考え方に関する検討がなされた。

• 他方で、電力システムは非常に複雑であり、個々の制度や市場が互いに影響し・補完し合うことでより高い効果を
もたらすこともある一方、合成の誤謬が生じ効果が減殺されることも起こりうる。このため、各制度の検討に当
たっては、前頁に示した電力システムが目指すべき方向性の実現に向けたバランスを考慮するとともに、必要に応
じて制度間の影響を調整するよう留意する必要があるのではないか。
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検討に当たっての留意事項
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１．小売電気事業者の量的な供給力確保の在
り方とその遵守を促す仕組みについて

２．中長期取引の活性化に向けた市場整備
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１．小売電気事業者の量的な供給力確保の在
り方とその遵守を促す仕組みについて
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（１）小売電気事業者の供給能力確保義務に係る基本的な考え方①

• エネルギー基本計画等においては、

① 短期のスポット市場は、燃料費の変動や電力需給の影響を受けやすく、価格変動リスクが高い
構造にある一方で、多くの小売電気事業者が短期のスポット市場において電気を調達する割合

を高める傾向にあることや

② 料金の大幅な変動は社会的に許容し難い状況、にあることが明らかになったこと、

③ 端境期や厳気象時の需要の急増に対応しきれず、需給がひっ迫し、政府として需要家に節電を

要請せざるを得ない事態も生じていたこと、

等の近年明らかになった課題を踏まえ、小売電気事業者にもより一層の安定供給確保のための対応
を求めることとし、小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方とその遵守を促す仕組みを検討す

ることとされた。

• 現行の電気事業法においては、小売電気事業者に対して「正当な理由がある場合を除き、その小売
供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない」（電事法第

２条12）という義務（いわゆる供給能力確保義務）が課されており、小売電気事業者の登録に当

たっては、「小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込み」
があることを確認することとされている。

• 供給力確保義務については、2022年の電力・ガス基本政策小委員会において、2024年の容量市場

の導入に当たって、小売電気事業者が果たすべき義務は、容量市場における容量拠出金を支払う義
務（金銭支払義務）とすることが適当との整理が行われた。



（参考）電気事業法における供給能力確保義務について

●電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）

（供給能力の確保）

第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な
供給能力を確保しなければならない。

２ 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していない
ため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応
ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

●今後の電力システムの新たな課題について 中間取りまとめ（2022 年 2 月）

Ⅰ．供給力確保のための枠組み

（２）供給力確保のために各電気事業者や広域機関が果たすべき役割

②今後の在り方

iii. 容量市場導入後における供給能力確保義務の考え方

容量市場が導入される 2024 年度以降は、日本全体（沖縄エリアや離島を除く）で必要な供給能力は、小売電気事業者
毎ではなく、基本的に容量市場を通じて一括して確保されることとなる。

我が国同様に集中型容量市場を採用している国（米国 PJM・英国）においては、小売電気事業者が供給力確保に果たす
役割は、容量市場における自社の顧客の需要に応じた kW×約定価格を支払う義務（金銭支払義務）とされている。

また、容量市場導入後も、追加供給力公募や電源入札といった容量市場以外で必要な供給力が確保されることも考えられる。
もっとも、これらの制度の運営のための費用は託送料金の一部として回収されることが想定されている。これらの費用は、託送供給
等約款に基づく支払義務を負うこととなるが、容量拠出金のように小売電気事業者が確保する供給能力と負担する費用が対応
していない。これらを踏まえれば、小売電気事業者が果たすべき供給能力確保義務は、容量市場における容量拠出金を支払う
義務（金銭支払義務）とすることが適当である。

第83回電力・ガス基本政策小委員会（2025年
11月20日）資料6から抜粋
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（１）小売電気事業者の供給能力確保義務に係る基本的な考え方②

• 他方で、前述のエネルギー基本計画等に示された課題は、設備（kW）が確保されていたとしても
小売電気事業者がスポット市場等で短期的に供給力（kWh）を確保する量が増加するほど回避す
ることが困難な課題であり、これを克服するためには、設備的な供給力（kW）と量的な供給力
（kWh）を一体的に確保する取り組みが必要と考えられる。

• こうした課題は欧州においても同様であり、ロシアによるウクライナ侵略に伴う燃料価格の高騰等
の教訓を踏まえ、卸電力価格の変動リスクの抑制や、電力供給の遮断リスクの抑制の観点から小売
電気事業者に対する規律の必要性について具体的な検討が行われている。

• この点、小売電気事業者にあらかじめ設備的な供給力（ｋW）と量的な供給力（kWh）の確保を
一体的に求めることは、発電事業者の販売電力量（＝収入）の予見性を高めることで、発電事業者
の燃料調達に係る長期契約の維持や電源投資の促進に向けた環境を整え、電源コスト（≒電気料
金）の安定化・変動の抑制や、安定供給の実現への貢献が期待できることから、小売電気事業者が
果たすべき供給能力確保義務として、量的な供給力の確保を加えることを前提に、具体的に確保を
求める期間や量、その評価方法や遵守を促す仕組みについて検討を深めていくこととしてはどうか。

• ただし、量的な供給力を確保するための適切な仕組みがなければ小売電気事業者間の競争に影響を
与えることが起こりうることも踏まえ、取引制度の拡充・再整備と車の両輪として検討していくこ
とが必要ではないか。また、小売電気事業者が既に容量拠出金を負担していることにも留意をする
ことが必要ではないか。
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＜参考＞欧州における議論の状況① 第64回総合資源エネルギー調査会
基本政策分科会（2024年10月8日）

資料1から抜粋



15

＜参考＞欧州における議論の状況② 第64回総合資源エネルギー調査会
基本政策分科会（2024年10月8日）

資料1から抜粋
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＜参考＞欧州における議論の状況③
第83回電力・ガス基本政策小委員会（2024年

11月20日）資料４から抜粋
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（２）量的な供給力の確保を求める時期及び量について①

• 他方で、○ページの①～③に示した状況は、設備（kW）が確保されていたとしても小売電気事業
者がスポット市場等で短期的に供給力（kWh）を確保する量が増加するほど回避することが困難
な課題であり、現行のkWを前提とした供給力確保義務だけでは解決が困難と考えられる。

• こうした課題は欧州においても同様であり、ロシアによるウクライナ侵略に伴う燃料価格の高騰等
の教訓を踏まえ、卸電力価格の変動リスクの抑制や、電力供給の遮断リスクの抑制の観点から小売
電気事業者に対する規律の必要性について具体的な検討が行われている。

• 小売電気事業者に対して量的な供給力の確保を求めるに当たっては、より長期にわたって、より多
くの量の確保を求めた方が期待される効果は大きくなると考えられる。しかしながら、小売電気事
業者が料金水準や料金メニューを自由に設定し、これを需要家が選択することができる環境を維持
することや、小売電気事業者に過大な負担が生じることを回避することも考慮した制度設計とする
ことが必要ではないか。

• この点、量的な供給力の確保を求める時期については、今回の措置の趣旨等に照らせば、より実需
給よりも前の時点で確保することが望ましいと考えられるが、実需給からの期間を空けるほど小売
電気事業者が確保すべき供給力の見積もりが難しくなるといった課題も想定される。

• こうした状況を勘案し、容量市場が実需給年度（N年度）の４年前に取引を行っていることを一つ
のメルクマールとし、実需給年度の3年前（N-3年度）から供給力（kWh）の確保を求めることと
してはどうか。

• また、参考となる事例として、電力・ガス基本政策小委員会で紹介された仏国の事例では、実需給
年度に想定される需要の9割以上に対して量的なヘッジを行う義務を求めることが検討されている。
仮に、これと程度の量の確保を求めた場合、小売電気事業者の供給力の調達手段やポートフォリオ
を相当程度制限することとなることが想定される。

○仏国における検討状況 ※第83回電力・ガス基本政策小委員会 資料４より抜粋

・仏国においては、小売電気事業者が顧客の予測電力消費量の97%以上に対して量的なヘッジを行っているか確認。
＜義務の履行要件＞
・個々の小売電気事業者が、契約上のコミットメントを行った全ての顧客の予測電力量に対して量のヘッジを行う。
・予測誤差のマージンとしてΔ３％を許容し、予測電力消費量の97%に対する量のヘッジを最低基準としている。
・予測電力消費量は、消費者区分（大口需要家、一般需要家等）に応じた検討要素を加味して、個別に算定する。
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＜参考＞仏国における小売ヘッジ義務の検討状況 第83回電力・ガス基本政策小委員会（2024年
11月20日）資料４から抜粋



19

（２）量的な供給力の確保を求める時期及び量について②

• 現在、JEPXで取引されている量が、総需要量の３割～４割程度

• 過去７年間の各エリアの最低負荷需要（※）の平均値が６割程度であり、いずれのエリアでも総需
要の5割を割り込んだ実績がない

• こうしたことも踏まえ、小売電気事業者に確保を求める量的な供給力は、

 ①スポット市場で取引されている量が、総需要量の３割を上回る程度であること、

 ②2016年度～2023年度の各エリアの最低負荷需要が各エリアの総需要に占める割合（※）の平均値が６割程度で
あり、いずれのエリアでも5割を割り込んだ実績がないこと ※（各エリアの年度の最低負荷（kW）×8760時間）／各エリアの当該年度の総需要

も勘案し、実需給の３年度前（N-3年度）に実需給年度の各小売電気事業者の想定需要（各小売電気事業者が実需
給年度に小売供給を行うことが想定される量）の5割、実需給の1年度前（N-1年度）に実需給年度の各小売事業
者の想定需要の７割に相当する量の供給力（kWh）を確保することを求めることを軸に検討を進めることとして
はどうか。

• ただし、小売電気事業者の供給力の調達手段やポートフォリオの自由度を確保するため、確保する供給力の負荷の
形式（ベース・ミドル・ピークなど）は問わないことを基本としてはどうか。

• なお、法律上の供給力確保義務として量的な供給力の確保を求める観点からは、全ての小売電気事業者に同様の義
務の履行を求めることが適当である。他方で、小規模な小売電気事業者等にとっては、量的な供給力の確保に係る
過度に負担感が大きくなる懸念もあることから、事業者の規模等に応じて、確保を求める内容について何らかの差
異を設けることも考え得るが、どのように考えるべきか。

＜量的な供給力の確保のイメージ＞

N年度
（実需給）

想定需要 [kWh]

７割
５割

N-1年度N-3年度

５割 ５割

確保する際の負荷の形式は
問わない



（出所）JEPXホームページ、電力取引報

2016年4月
総需要の約2％

2023年10月
グロスビディング休止

＜参考＞全面自由化後の卸取引市場の状況（取引量）

• 卸電力取引所の取引量は、小売全面自由化当初（2016年4月1日）には、総需要の約2%であった
のに対し、2024年度には30%を上回る程度。

20
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＜参考＞各エリアの最低負荷需要

• 2016年度～2023年度の各エリアの最低負荷需要が各エリアの総需要に占める割合（※）は６割程度。
いずれのエリアでも総需要の5割を割り込んだ実績がない。

最低負荷需要が総需要に
占める平均割合[%]

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

65.7 64.9 60.6 56.4 58.6 61.0 64.4 61.7 64.8
※電力広域的運営推進機関が提供する系統情報サービスの需要実績を基に、資源エネルギー庁が各エリアの当該年度における最低需要（ 各年度の最低負荷（kW）×8760時間）を各エリアの
当該年度の総需要で除して算定したもの。なお、2018年度の北海道エリアについては、北海道胆振東部地震の影響により適切な最低負荷需要の算定が困難であるため、平均値の
算定に当たって考慮していない。

各エリア
最低負荷需要

＜電力需要のデュレーションカーブ（イメージ）＞

６割程度



【参考】
スポット市場や時間前市場での実質的な電気の販売・調達割合（新電力）

• 新電力は、調達量の２割以上をスポット市場や時間前市場での調達に依存。一方、特に大手の
新電力においては、スポット市場等からの調達を減少させ、より長期の契約期間の取引を実施
したい意向が見受けられる。

22

第63回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年6月27日）資料8より抜粋
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（３）量的な供給力の確保状況に係る評価方法や遵守を促す仕組みについて

• 他方で、○ページの①～③に示した状況は、設備（kW）が確保されていたとしても小売電気事業
者がスポット市場等で短期的に供給力（kWh）を確保する量が増加するほど回避することが困難
な課題であり、現行のkWを前提とした供給力確保義務だけでは解決が困難と考えられる。

• こうした課題は欧州においても同様であり、ロシアによるウクライナ侵略に伴う燃料価格の高騰等
の教訓を踏まえ、卸電力価格の変動リスクの抑制や、電力供給の遮断リスクの抑制の観点から小売
電気事業者に対する規律の必要性について具体的な検討が行われている。

• 小売電気事業者の量的な供給力の確保状況を確認するに当たっては、既に届出が義務付けられてい

る供給計画を活用することが考えられるのではないか。ただし、記載事項や様式等については、今
後、詳細な制度検討を踏まえて変更の要否を検討する必要があるのではないか。

• また、小売電気事業者に遵守を促す仕組みとして、評価の結果、適切に量的な供給力の確保が行わ

れていないことが明らかになった場合等には、供給力確保命令等の電気事業法に基づく命令の対象
とし、当該命令に違反した場合には、小売電気事業者登録の取消し事由となり得ることを明確化す

ることを念頭に、その評価基準等について検討を深めることとしてはどうか。

• この他、確保を求める量の前提となる各小売電気事業者の想定需要の算定方法や今後のスケジュー
ルなど、制度を具体化していくために検討が必要な詳細項目について、次回以降の本WGにおいて

御議論いただくこととしてはどうか。
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２．中長期取引の活性化に向けた市場整備



• 現在、スポット市場での電力の取引量は、全需要の３割を上回る程度に達しており、卸電力取引市

場の厚みは着実に増している。

• 他方で、エネルギー基本計画等では、

①短期のスポット市場は、市場価格の変動幅が大きい構造にあること

②特にスポット市場価格が高騰する局面では、調達価格の高騰により、小売電気事業の休廃止件

数の増加や電気料金の高騰といった事態が生じていること

③スポット市場で限界費用での供出が求められる発電事業者にとっては、スポット市場価格の変

動幅が大きいことで事業の予見可能性が低くなり、電源投資や長期かつ安定的な燃料調達に悪

影響を及ぼす懸念が生じていること

等の課題が指摘されている。

• また、前述のとおり、小売電気事業者に対し、現行のスポット市場等では対象としていない時期

（実需給年度より３年度前）から量的な供給力の確保を求めるに当たっては、小売電気事業者間の

競争の公平性や、発電事業者と小売電気事業者の交渉力の対等性等にも十分に留意をしたうえで、

中長期の供給力の取引を円滑に行うことができる市場環境整備が求められる。

25

（１）中長期での供給力調達を可能とする取引制度の拡充・再整備に係る
基本的な考え方①
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将来の電力システムを支える取引市場の全体像

中長期を見据えて必要となる
電源投資・設備形成を促進 中長期での電力取引の推進

新たな電力価格指標の形成

実需給段階での効率的な
需給運用を実現

今後、同時市場（系統制約を踏まえ、
供給力と調整力を同時約定）の導入

に向けて本格的に検討

短期取引市場
（効率的な広域メリットオーダー実現）

中長期取引市場
（新たな電力価格指標の形成）

＜確保した供給力を最適運用する取引市場＞＜供給力を確保するための取引市場・制度＞

・FIT、FIP
・長期脱炭素電源オークション
・容量市場メインオークション 等

・先物市場
・先渡市場
・相対の卸取引
・ブローカー経由の取引
・個別PPA 等

・スポット市場
・時間前市場
・需給調整市場

• 電力システム改革では、従来、垂直一貫体制、地域独占、総括原価方式によって実現しようとしてきた
「安定的な電力供給」を、事業者や需要家の「選択」や「競争」を通じた創意工夫によって実現することを
目指したが、その中で、供給力の確保など様々な課題に直面している。

• このため、「供給力を確保するための取引市場・制度」、「量・価格両面で安定的な調達を可能とする中長期
取引市場」、「効率的な広域メリットオーダー実現のための短期取引市場」の３つの取引市場等を整備し、
これらを最大限効率的に活用していく。

• こうした取組により、事業者の創意工夫を最大限活用しつつ、安定供給の確保・脱炭素化・安定的な価格水
準での電気の供給を実現すべく電力システムを進化させていくことが電力システム改革の次のフェーズである。

資源エネルギー庁 電力システム改革の検証結果と今後の方向性～安定供給と脱炭素を
両立する持続可能な電力システムの構築に向けて～（令和７年３月）の概要



全面自由化後の卸取引市場の状況（取引量）

• 卸電力取引所の取引量は、小売全面自由化当初（2016年4月1日）には、総需要の約2%であっ
たのに対し、2024年度には30%を上回る程度。

（出所）JEPXホームページ、電力取引報

2016年4月
総需要の約2％

27

2023年10月
グロスビディング休止



システムプライス

スポット市場価格の推移

• スポット市場の価格は全面自由化以降、年間平均で10円/kwh弱で推移。

• 2020年度冬季の需給ひっ迫や2021年度後半からの燃料価格の高騰等で価格高騰や変動が発生。

• 2023年1月以降は、燃料輸入価格の低下に伴い、市場価格は低下傾向。

※2025年度の平均価格は2025年5月1日時点までの価格

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

平均価格（円/kwh) 16.5 14.7 9.8 8.5 9.7 9.8 7.9 11.2 13.5 20.4 10.7 12.3 9.8

最高価格（円/kwh) 55 44.6 44.9 40.0 50.0 75.0 60.0 251.0 80.0 100.0 52.9 45.0 20.3

200円/kwh越えの時間帯 0 0 0 0 0 0 0 0.3% 0 0 0 0 0

100~200円/kwhの時間帯 0 0 0 0 0 0 0 1.6% 0 0.04% 0 0 0

（参考）0.01円/kwhの時間帯 0 0 0 0 0 0 0.1% 1.5% 1.6% 3.3% 4.7% 2.4% 6.5%

取引価格（スポット市場）

（出所）JEPXホームページ 28



• こうした状況を踏まえれば、①小売電気事業者による中長期での供給力の安定的な調達、②発電事業

者による電源投資や燃料調達に係る予見可能性の向上、ひいては、これらを通じて、③安定的な水

準・変動幅での電力供給の実現を図ることが必要ではないか。このため、広く参照可能で適正かつ安

定的な電力価格指標の形成に資するような中長期の電力取引の活性化を図ることが必要ではないか。

• 中長期の電力取引は、大きく取引所における取引と、事業者間で行われる相対取引に分けられる。上

記の課題等を踏まえれば、まず、取引所において、公平な取引環境と広く参照可能で適正かつ安定的

な電力価格指標の形成の実現を図るため、中長期の定型的な商品の取引を行う中長期取引市場（仮称、

以下同じ）の整備を検討することとしてはどうか。

• なお、現行のスポット市場においては、シングルプライスオークションであることも踏まえて、発電

量や使用量に応じて変動する限界費用（燃料費等）ベースの取引が基本とされているが、中長期取引

市場では、前述の目的を踏まえ、電源投資・維持・運用を見通したコストや価値を勘案した取引を前

提とすることが適当ではないか。詳細については、次項に示す既存市場との差異も勘案した検討が必

要と考えられる。その際、小売電気事業者が容量市場において容量拠出金を負担していることとの関

係についても、整理が必要ではないか。

• 中長期の電力取引を活性化するには、定型的な商品の取引にとどまらず、小売電気事業者の調達ニー

ズに応える相対契約の活性化も不可欠と考えられるのではないか。このため、相対契約を仲介するブ

ローカー事業者に対する規律のあり方について、その要否も含めて検討することとしてはどうか。 29

（１）中長期での供給力調達を可能とする取引制度の拡充・再整備に係る
基本的な考え方②



• 中長期での電源調達を行うことができる卸電力取引市場として、現在、JEPXにBL市場、先渡市場

が開設されている。

• BL市場は、小売電気事業者間のベースロード電源（石炭火力、一般水力（流れ込み式）、原子力、

地熱等）へのアクセス環境のイコールフッティングの確保を目的に創設された市場であり、大規模

発電事業者に対して、保有するベースロード電源等の市場供出を制度的に求めている。

• BL市場で取引される商品は、受渡し期間が1年及び2年であるが、実需給の３年前（N－3年度）に

小売電気事業者に量的な供給力確保義務が課されることを踏まえると、現行のBL市場からの調達

は当該義務の調達に資するものとは言い難い。 また、小売電気事業者にとっては、ベース商品以

外の商品を含め、複数の商品を組み合わせて電源調達のポートフォリオを組むニーズがあるため、

様々なニーズに対応した商品設計が求められている。

• また、BL市場における約定方式はシングルプライスオークションが採用されている。これは、単

一価格の形成により指標性に優れることやオペレーションが簡便であることといった利点がある一

方で、８月、１０月、１１月、１月の年４回の開催であり、小売電気事業者にとっては、調達が可

能なタイミングが限られている。

• 2024年度においては、１年商品の約定量は27億kWhであり、２年商品は約定実績がなかった。

30

（２）既存の取引市場との関係①（ベースロード（BL）市場）



• 新電力事業者によるベースロード電源へのアクセスを容易にすることを目的とした市場。日本全体の供給力の約

9割弱を占める大規模発電事業者（旧一般電気事業者・電源開発）が保有するベースロード電源（石炭火
力・大型水力・原子力・地熱）の電気の供出を制度的に求め、新電力が年間固定価格で購入できるようにする。

※大規模発電事業者以外も電力を販売可能（任意）。2023年度より燃料費変動に応じ受渡時に価格調整する事後調整付取引も開始。

• 大規模発電事業者からの供出量合計は、当初は新電力の販売電力量の5割程度。新電力はベース需要の範
囲で購入可能。電気の受け渡しはJEPXを通じて行う。※新電力シェアが3割になった以降の大規模発電事業者の供出量は固定。

• 大規模発電事業者からの供出価格には上限価格を設定。電力・ガス取引監視等委員会において、価

格の適正性等を監視。

• 2019年7月に初回オークションを実施して以降、現在は年４回（8・10・11・１月）オークションを実施。

（参考）ベースロード市場の概要

31
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（参考）売応札量の推移（1年商品）
第99回制度設計作業部会（2025年2月26日）

資料7から抜粋
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（参考）買応札量の推移（1年商品）
第99回制度設計作業部会（2025年2月26日）

資料7から抜粋
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（参考）約定量の推移（1年商品）
第99回制度設計作業部会（2025年2月26日）

資料7から抜粋
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（参考）2年商品におけるオークション結果
第98回制度設計作業部会（2024年12月24

日）資料5から抜粋



• 現行の先渡市場では、小売電気事業者が中長期的に必要な供給力（kWh）を確保することや、ス

ポット市場で変動する電力価格の固定化を目的として利用されている。

• 週間（24時間型/昼間型）、月間（24時間型/昼間型）、年間（24時間型）商品があり、ザラバ方

式で取引される。年間商品は３年前の4/1から、月間商品は受渡月の１年前から取引できるが、商

品を問わず取引の多くが実需給の数日前～数ヶ月前に約定しており、１年以上前に約定した取引は

これまで存在していないことから、量的な供給力確保義務を課される小売電気事業者にとって、必

要な調達手段になるとは言い難い。

• 約定量についても、極めて低い状況が続いている。

36

（２）既存の取引市場との関係②（先渡市場）

月平均電力需要の0.01%程度

第７回制度設計・監視専門会合（2025年3月31日）資料8より抜粋
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（参考）先渡市場の概要

項目 内容

取引単位 1000kW（30分の電力量としては500kWh）

入札価格の指定単位 kWh当りの価格を0.01円(銭単位)で指定

取引形態 ザラバ方式

商品設計 下記表のとおり



• 既存の各市場におけるこれらの課題を踏まえながら、以下のような項目を中心に、中長期取引市場

の検討を進めていくこととしてはどうか。

➢ 商品設計（受渡し時期、負荷パターン等）

➢ 約定方式、取引タイミング

➢ 流動性を高める方策

➢ 価格の考え方 等

• なお、中長期の市場取引や相対契約の活性化を検討する場合であっても、現在のスポット市場のよ

うな短期市場が果たしている役割が重要であることには変わりない。例えば、短期市場を活用し、

発電量の変動に応じて、実需給に近い断面で必要な供給力を調整することにより、再生可能エネル

ギーの最大限かつ効率的な活用に資することとなる。このため、現在のスポット市場等の機能を維

持・活用していくことが、本検討の前提となる。

38

（３）今後の検討の進め方
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